
委託業務特記仕様書（令和7年5月1日以降適用）

（共通仕様書の適用）

第１条 本業務は、「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１

年４月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に基づき実施しなければならない。

なお、これらに定めのないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等業務共

通仕様書（国土交通省港湾局）」に基づき実施しなければならない。

２ ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のも

のとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

（共通仕様書の変更・追加事項）

第２条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」及

び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、

次のホームページに掲載の「委託業務共通仕様書（変更・追加事項）」のとおりとする。なお、入札公告日又

は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

委託業務共通仕様書について

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009033100099

（共通仕様書の読み替え）

第３条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」及

び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」において、「徳島県電子納品運用ガイドライ

ン【土木事業設計業務編】」とあるのは「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」と、読み

替えるものとする。

（成績評定の選択制（試行））

第４条 当初業務委託料（税込み）が１００万円を超え５００万円未満及び、変更契約で業務委託料が１００万

円を超えた土木工事に係る測量、設計、試験及び調査の委託業務（建物調査、不動産鑑定、除草、現場施工管

理等の委託業務は除く）は、別に定める「委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領」を適用する。

２ 前項の対象業務の受注者は、契約時、評定の実施の意向について、「委託業務（土木）成績評定に関する意

向確認書」を発注者契約担当に提出しなければならない。

３ 履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし、成績評定を希望した場合において、完了時、

変更契約により業務委託料（税込み）が１００万円以下となった場合は、評定は行わないものとする。

委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215929/

（受発注者共同による品質確保）

第５条 重要構造物（橋梁、トンネル、樋門、砂防等）設計や、補修設計において、必要であると判断された

場合は、情報共有（設計条件の留意点、関連業務の進捗状況、設計変更の提案等）・設計方針の確認を目的と

した、合同現地踏査等の発注者、受注者（測量、地質、調査、設計）で設計条件・方針を確認できる場を設け

ることができるものとする。

なお、費用及び参加者等の詳細については、監督員と協議の上、決定するものとする。

（ウィークリースタンス）

第６条 本業務は、ウィークリースタンス（受発注者で１週間のルール（スタンス）を目標として定め、計画的

に業務を履行する）の対象業務であり、次の各号に取り組まなければならない。

（１）ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）



（２）マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）

（３）フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）

２ 前項第１号は必ず実施するものとし、第２号及び第３号についてはどちらか一方は必ず実施しなければなら

ない。なお、前項第１号から第３号に加えて別の取組を行うことを妨げない。

３ ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した

内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。

４ 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。

５ ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

（Ｗｅｂ会議【発注者指定型】）

第７条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ会議（発注者指定型）」の対象業務であ

り、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２ Ｗｅｂ会議は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（Ｗｅｂ検査【発注者指定型】）

第８条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ検査（発注者指定型）」の対象業務であ

り、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２ Ｗｅｂ検査は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（業務箇所への遠隔臨場【発注者指定型】）

第９条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「遠隔臨場（発注者指定型）」の対象業務であり、

別に定める「委託業務における遠隔臨場に関する実施要領」を適用する。

委託業務における遠隔臨場に関する実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215928/

（情報共有システム活用業務【受注者希望型】）

第１０条 受注者は、情報共有システム（以下「システム」という。）の活用を希望する場合は、監督員の承

諾を得たうえで、システム活用の試行対象業務（以下、「対象業務」という）とすることができる。

２ 対象業務は、次のURLにある「情報共有システム活用試行要領について」を適用することとする。

情報共有システム活用試行要領

徳島県CALS/EC https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/cals/category/download/jyouhoukyouyuu/

（本業務の特記仕様事項）

第１１条 本業務における特記仕様事項は、次のとおりとする。

（本業務における特記仕様事項を記載）
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ダム施設 

水文・水理観測設備 

気象観測設備 

計測装置 

観測・計測設備 

電源設備 

通信設備 

ダム管理用制御処理設備 

放流警報設備 

電気通信設備 

ダム管理用制御処理 

設備以外の電子応用設備 

照明設備 

堤体 

洪水吐き 

基礎地盤 

（基礎処理工含む） 

監査廊※ 

放流設備 

（土木構造物部分） 

堤体周辺斜面 

土木構造物 

堤体等 

放流設備 

係船設備 

流木止設備 

機械設備 

管理用建物 

その他の管理設備 

斜面対策工 

自然斜面 

貯水池周辺斜面 

付替え道路 

本業務の対象設備 

※：当ダムに監査廊はない 

Ｒ７吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ダム総合点検業務 

 特記仕様書 
 

1  業務目的 

本業務は、宮川内ダムの土木構造物およびその他ダム施設等について、既往の『Ｒ５吉土 宮

川内ダム 阿波・土成宮川内他 ダム長寿命化計画策定業務』（以下、“過年度業務”と称する）

等成果を基に、ダム総合点検の基礎資料を整理するとともに、“専門家の意見聴取および助言”等

の実施およびその結果をふまえた、“健全度評価および維持管理方針（案）”をとりまとめるもの

である。 

2  対象施設及び設備 

本業務における対象施設・設備は図- 2.1のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 2.1 本業務の対象施設および対象設備  
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3  業務内容 

3.1  計画準備 

本業務に関する契約図書・指示事項等を踏まえて、業務を実施するにあたっての技術的方針お

よび遂行スケジュールを検討して、業務計画書を作成する。 

 

3.2  健全度評価と維持管理方針（案）作成 

3.2.1  点検計画の確認・更新 

既往資料の収集・整理や現地状況の確認を行った上で課題を整理し、“過年度業務”で提案され

た“ダム点検計画（案）”について妥当性を検証したうえで更新する。 

（1） 資料収集・整理 

本業務遂行に必要となる既往資料（完成図書類、操作規則・細則、ダム定期検査、洪水調節記

録、臨時点検記録や補修・更新に係る過去の履歴資料等）を収集・整理し、宮川内ダムの管理・

運用状況を把握するとともに、各設備に係る機能と現状（設備状況）を把握・確認する。 

（2） 現地状況の概査 

既往資料の収集・整理結果を踏まえて、目視、聞取り等による現地概査を実施し現場状況を把握

したうえで、“過年度業務”の内容等を確認する。 

（3） 課題の抽出 

(1)および(2)の結果をもとに、基本調査、追加調査に向けた課題を抽出し、【様式Ａ４】（専門

家の意見・助言記入欄あり）を作成する。 

（4） 点検計画（基本調査計画および追加調査計画）の立案 

上記(3)でとりまとめた課題を踏まえ、各課題とダム安全性への影響度を把握したうえで、基本

調査で留意すべき事項および追加調査として実施すべき事項を明らかにする。そのうえで、基本

調査計画に関係する“過年度業務”の内容を確認し整理する。 

また、必要に応じて、施設の劣化や損傷に着目した追加調査計画を立案し、【様式Ｄ】に整理す

る。 

（5） 専門家からの意見聴取および助言 

以上までの検討結果をもとに、抽出した課題と点検計画（基本調査・追加調査）の内容を整理

した【様式Ａ】に基づき、“ダム土木構造物を対象とした点検計画（案）”について専門家からの

意見聴取および助言を得て、最終的な点検計画（基本調査、追加調査）を作成する。 

 

3.2.2  基本調査 

“過年度業務”を基に“基本調査”について検証・整理し、【様式Ｂ】を作成する。 
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なお、点検計画策定の過程で追加調査が必要であると判断された場合は、発注者と協議のうえ

実施すること。 

（1） 設計に関する調査 

“過年度業務”成果における“現行基準に照らした設計に関する調査等”に対して、現行の設

計基準類等に照らして妥当性を再確認する。 

（2） 管理記録による調査・解析（漏水量、揚圧力、水質、堆砂等） 

宮川内ダムは、監査廊が設置されておらず、堤体の安全管理上必要とされる“漏水量”および

“揚圧力”の計測ができない。このため、水質および堆砂を対象として、管理記録等を基に再評

価する。 

（3） 現地調査 

基本調査の結果より、現地調査（ダム土木構造物や貯水池周辺斜面の劣化状況や補修箇所等を

確認するための調査）の必要性の有無を判断する。なお、専門家からの意見徴収等より、現地調

査が必要であると判断された場合は発注者と協議のうえ実施すること。 

 

3.2.3  健全度評価と維持管理方針の策定 

（1） 健全度の再評価 

ダム土木構造物の健全度は、想定される劣化進行を基に、不具合箇所の特徴や宮川内ダムの特

徴を踏まえ、ダムの安全性、機能に与える影響を検討した上で再評価を行い、『ダム総合点検記録

表』の【様式Ｄ1】にとりまとめる。 

（2） 維持管理方針（案）作成 

以上までに実施した健全度評価およびそれらを踏まえた今後の点検方針や補修対策の基本等、

維持管理方針(案)を作成し、【様式Ｄ2】にとりまとめる。 

（3） 専門家からの意見聴取および助言 

健全度評価および維持管理方針（案）について、必要に応じて実施された現地確認と併せて専

門家からの意見聴取および助言を得て、【様式Ｄ】を加筆・修正する。 

 

3.3  その他のダム施設等の評価 

その他のダム施設等（水質、堆砂、貯水池周辺斜面）については、日常点検、定期検査、ダム

等管理に係る宮川内ダムの“管理マニュアル”や“点検整備基準”類等に基づき実施された測量・

調査結果、定期報告書等の要点を整理する。 

あわせて、現在行っている日常点検等の内容・頻度について評価・検討する。 

 



4 

3.4  ダム総合点検結果のとりまとめ 

土木構造物およびその他のダム施設等、管理記録による安全性の評価”、“現地調査結果の評

価”、“今後の維持管理の方針”をカルテとして記録・作成する。 

 

3.5 報告書作成 

業務の目的を踏まえ、業務遂行の各段階で作成された結果をもとに、その方法・過程・結論につ

いて記載した報告書を作成する。 

 

 

4  打合せ協議 

本業務の打合せは、業務着手時、中間時 3 回、成果品納入時の計 5 回以上行う。なお、業務着

手時および業務完了時には、管理技術者が立会うものとする。 
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5  ≪参考≫ 

5.1  専門家からの意見聴取及び助言について 

本業務は、ダム総合点検にある「専門家からの意見聴取及び助言」の実施を含むものとする。

専門家の選定については、ダム総合点検実施要領等基準や国交省の通達などに基づくものとする。

選定にあたり、選定方法等を提案し発注者の了解を得ること。 

（参照：『H26.8 国交省【事務連絡】ダム総合点検に関する留意事項について』における 

“専門家の専任について”） 

 

5.2  総合点検に関連する最新の主要基準類 

表- 5.1 はダム（ダム土木構造物）の総合点検に関連する最新の主要基準類を示したものであ

り、本業務ではこれら最新の情報に基づいて業務を実施する。 

 

表- 5.1 ダムの点検・長寿命化に関わる主要な基準類 

No 基準類名称 編集または発行所 発行年 

1 ダム総合点検実施要領・同解説 国土交通省 H25.10 

2 
ダム総合点検における健全度評価等にあたっての留

意事項について 
国土交通省 H27.7.3 

3 ダム総合点検の実施にあたっての留意事項について 国土交通省 H27.7.29 

4 河川砂防技術基準（案）維持管理編（ダム編） 国土交通省 H28.3 

5 ダム定期検査の手引き［河川管理施設のダム版］ 国土交通省 H28.3 

6 
貯水池周辺の地すべり等に係る調査と対策に関する

技術指針・同解説 
国土交通省 H31.3 

 

 

【表- 5.1の解説】 

 

① 『ダム総合点検における健全度評価等にあたっての留意事項について』は、平成 27 年 7月 3

日に新たに出たものであり、カルテにおける表現の統一化が図られている。 

② 『ダム総合点検の実施にあたっての留意事項について』は、平成 27 年 7 月 29 日に出された

ものであり、“ダム総合点検に関する説明会”におけるダム総合点検全般に関する質疑結果を留

意事項としてとりまとめたものである。 

③ 『河川砂防技術基準（案）維持管理編（ダム編）』は平成 26年 4月に初版発行後、平成 27年

3月⇒平成 28年 3月に改定されている。これは、平成 28年 3月に改定された『ダム定期検査の

手引き』との整合を図ったものであり、ダム施設および貯水池の状態把握に関する記載、関連通

知の変更等が主な改定内容である。 
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④ 平成 28年 3月に、『ダム定期検査の手引き』が改訂され、平成 14年 2月版の手引は廃止され

ている。新たな『ダム定期検査の手引き』は、平成 25 年 10 月に出された『ダム総合点検実施

要領・同解説』との整合を図るため、検査事項の分類や健全度評価の判定区分等をある程度統一

させている（ダム総合点検の a1、a2、b1、b2、cの五段階に対して a、b1、b2、cの四段階）。 

 

5.3  その他のダム施設等の評価について 

（1） 貯水池の水質 

ダム等管理に係る“宮川内ダム点検整備基準”等に基づき実施された既往の水質調査関連資料

（定期調査や出水時調査等）を収集し、宮河内ダム貯水池の特性（気候、流況、回転率、水位変

動）等のダム貯水池水質に係る基本的な情報を整理する。 

そのうえで、宮川内ダムの水質状況（環境基準の指定状況、水質調査地点、水質調査項目、実

施状況、時系列変化、水質障害の発生事例等）を整理し、注目すべき水質項目や変化の見られな

い水質項目等の評価を行う。また、過去に発生した水質変化現象（冷温水、濁水長期化、富栄養

化、その他）を整理する。 

以上の整理結果をもとに、最新の『ダム貯水池水質調査要領 平成 27年 3月』に照らして、計

測項目、調査場所、調査時期等の水質調査に係る今後の留意点・改善点について考察を加え、総

合的な維持管理方針としてとりまとめる。 

（2） 貯水池内の堆砂 

宮川内ダムにおける過去（試験湛水時～現在）の管理記録より、貯水池堆砂量の解析（堆砂傾

向分析）を行う。解析にあたっては、流入量（もしくは雨量）、当該年に発生した洪水に着目し、

宮河内ダムにおける貯水池堆砂の傾向を把握し、計測基準や測定方法等に係る今後の留意点・改

善点について考察を行う。 

また、異常と思われる値がある場合には、堆砂の測量方法等に関する妥当性の検証を行い、今

後の対応方針を検討し、総合的な維持管理方針としてとりまとめる。 

堆砂測量方法等の評価にあたっては、次の国土交通省通知を基本とし、あわせて、会計検査院

からの改善要求事項（平成 26年 10月 21日付け国土交通大臣宛）も踏まえて検討を行う。 

➢  『ダム貯水池土砂管理の手引き（案）（平成 30年 3月）』国土交通省 

➢ 国土交通省河川局河川環境課長通知「ダムの堆砂状況の報告について（H13.5.22）」 

➢ 国土交通省河川局流水管理室長通知「ダムの堆砂状況の測定頻度について（H17.3.29）」 

➢ および H17通知内の「ダムの堆砂状況調査要領（案）」 

（例えば、原則 400mピッチで 20ｍ以下の間隔、貯水池終端部では 200mピッチで 5ｍ以下の間

隔とされている。また、上流は洪水による背水の影響範囲までとされている。） 

（3） 貯水池周辺斜面（地すべり） 

貯水池周辺斜面について、試験湛水時の評価結果、日常点検やダム定期検査の結果、目視観察
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による現地調査の結果等より、現状の斜面状況等を把握し、位置、規模、湛水の影響、重要度等

を評価し、保全対策の必要性も含めて総合的な維持管理方針としてとりまとめる。 

評価にあたっては、『貯水池周辺の地すべり等に係る調査と対策に関する技術指針・同解説（平成

31年 3月 国土交通省）』に基づくが、『ダム総合点検実施要領・同解説 H25.10』および『ダム定

期検査の手引き H28.3』に準じた“健全度評価区分”と“新たな評価指標”を設定して検討を行う

ものとする（∵『貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針』および『ダム定期検査の手

引き』の指標は、詳細調査の必要性の有無を判定するものである）。 

 

表- 5.2 現地調査結果に対する評価指標（貯水池周辺斜面） 

健 全 度 

評価区分 
土木関連施設の評価指標 
（ダム総合点検実施要領） 

周辺斜面の評価指標 

a1 

機能低下により、緊急の処置

が必要な状態 

地すべり・崩壊の兆候が確認され、ダムおよ

び貯水池に影響があるため、応急処置を講ずる

とともに対策に向けた詳細調査を実施する。 

a2 

劣化・損傷により機能への影

響が認められ、何らかの措置が

必要な場合 

地すべり・崩壊の兆候が確認され、ダムおよ

び貯水池に影響がないものの、第三者への影響

があるため、応急処置を講ずるとともに対策に

向けた詳細調査を実施する。 

b1 

現状では機能が維持されてい

るが、劣化・損傷が認められ、近

い将来、機能に影響を及ぼすと

予見される状態 

地すべり・崩壊の兆候が確認され、現在は安

定しているが、降雨等による影響が考えられる

ため、保全対象物の重要度に応じて詳細調査を

実施する。 

b2 

現状では機能が維持されてい

るが、劣化・損傷が認められ、中

長期的に機能に影響を及ぼすと

予見される状態 

地すべり・崩壊の兆候が確認され、現在は安

定しているが、中長期的には影響が考えられる

ため、保全対象物の重要度に応じて詳細調査を

実施する。 

c 

軽微な劣化・損傷が認められ

るが機能に支障はなく、将来的

に影響を及ぼす恐れが無い場合 

地すべり・崩壊の兆候は確認されておらず安

定している。 

 

参考- 5.1：『総点検実施要領（案）【道路のり面工・土工構造物編】』における判定区分 

 
 

 


